
別紙１ 

専任教員養成講習フォローアップの eラーニングコンテンツの 

単位認定について 

 

厚生労働省 医政局 看護課 

 

 今般、専任教員養成講習会フォローアップで eラーニングコンテンツを受講、修了し

た受講者が、今後専任教員養成講習会及び実習指導者講習会（以下、専任教員養成講習

会等）を受講される場合には既習単位として履修に代えることができることとします。 

 つきましては、下記をご参照いただきご対応くださいますようお願いいたします。 

 

＜受講者へのお知らせ＞ 

 フォローアップとして e ラーニングコンテンツの学習状況を確認する場合に

は、以下をご参照ください。 

 

① ログイン画面（マイルーム）より、学習するコースの〔コース学習〕ボタン

をクリックする 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

受講者用画面 



 

②〔学習成績〕ボタンをクリックする 

 

 

 

③ 学習状況を確認する 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

受講者名 

コンテンツ内の動画視聴状況

が回数として示されます。 

プレテスト、動画視聴、各確認テスト全てを受講すると、単位認定テストを受けること

が出来ます。単位認定テストを 60%以上正答することでコンテンツの修了となります。 



 

④ コンテンツの修了を確認する 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ フォローアップで eラーニングコンテンツを受講することは、あくまでも自

己研鑽のための活用となるため確認テストや単位認定テストを必須として

おりません。ただし、今後、専任教員養成講習会等の受講を予定している方

で今回の eラーニングコンテンツの受講を既習単位として専任教員養成講習

会等実施団体に申請をする場合には、単位認定テストまで修了している必要

があります。 

○ 今回受講した eラーニングコンテンツを今後専任養成講習会等において既習

単位として申請をする予定がある場合には、フォローアップを申し込んだと

りまとめ団体に単位認定テストまで修了していることを確認していただき、

「受講済み」の認定証明書の発行を依頼してください。 

※ ただし、今回受講した eラーニングコンテンツを専任養成講習会等で既習単

位として履修に代えることを認めるか否かは専任教員養成講習会等実施団

体の判断となりますのでご承知おきください。 

単位認定テストまで修了すると、 

「受講中」から「修了」に変わります。 

マイルーム画面 



 

＜フォローアップの申し込みとりまとめ団体へのご依頼＞ 

○ 上記確認をした上で、フォローアップ申し込みとりまとめ団体においては修

了しているコンテンツにつきましては「受講済み」と認定して頂きますよう

お願いいたします。 

※ 様式不問ですが、受講認定の際には、①受講者名 ②受講科目名 ③受講年月

日 ④認定者名 をご記載の書面を受講者にお渡し頂けますと、専任教員養成

講習会等受講時の既習単位申請がスムーズとなりますので下記の例もご参

照いただき発行についてご検討ください。 

例） 

認定証明書 

 

                         ① 受講者名 

 

令和○年度 専任教員養成講習会フォローアップにおいて、下記科目を eラーニング

コンテンツで受講したことを証明する。 

 

② 受講科目名 

 ・           

 ・           

③ 認定年月日 

④ 認定者名 

（所属/役職 等） 


